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第1は じめに

被告東 京電力 は， 旧屋 内退避 区域 （本準備 書面では，本件原発 か ら半径20

～30キ ロメー トル の区域 の うち，平成23年4月22日 に計画的避 難区域及

び緊急 時避難 準備 区域 のいずれ にも指定 されなかった 区域 に限定 して 「旧屋 内

退避 区域 」 と呼称す る。） の住民 について，その指示 内容や，本件 事故後 にお

ける同区域 内 の放射線 の作用 に よる客観 的な状況や社 会的 な活 動の再開状況等

を踏 ま えて， 中間指針 等 に基づ き，避難等に係 る慰謝料 額 として，通常の生活

費 の増加 分 を合算 して も，1人 月額10万 円を基礎 として，平成23年3月 か

ら同年9月 まで を賠償 対象期 間 として算定 され る70万 円を賠償 す る旨公表 し

て いる もので ある ところ，本件 にあ らわれた原告 らの事情 を踏 ま えて考慮 して

も， 旧屋 内退避 区域 に生活 の本拠 を有 していた原告 らに認 め られ るべ き避難慰

謝料額 は，同額 を超 えるもので はな く， これ を超 える当該原告 らの請求には理

由がない。

本準備 書面 において は， 旧屋 内退避 区域 に居住 していた原告 らの被 侵害利益

を検討 した上で （第2） ，そ の避難等 に係 る精神 的損 害の相 当な賠 償額につ い

て，被 告東京電力 の基本 的な主張 を改 めて整理 して主張す るものであ る（第3，

第4。 なお，原 告 らの個別事情 の検討 については，別 途個別損 害論準備 書面で

行 うこととす る。 ）。

具体 的には，同区域 の住民 の被侵害利益 について概 括 し （第2） ，被害の実

情 を基礎付 ける諸事 情 を検討 した上 で （第3） ， 旧屋 内退避 区域の住民の精神

的損害 の相 当な賠償対象期 間及 び慰謝料額 を検討す る こととす る （第4） 。
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第2旧 屋内退避 区域の住民に係る被侵害利益

1旧 屋 内退避 区域 にお ける指示の内容 ，対象範 囲及び対象期 間について

旧屋 内退避 区域 とは，平成23年3月15日 に，本件原 発の半径20キ ロメ

ー トル か ら半径30キ ロメー トル圏 内について，政府 が原災法 に基づいて各地

方公共 団体 の長 に対 して住民 の屋 内退避 （外 出せず， 自宅 な ど屋内 に待機す る

こ と （乙A22， 平成23年3月15日11時 政府指示）） を指示 した 区域 と

して指 定 され た区域で あ り，かつ ，同年4月22日 に当該屋 内退避 区域の指 定

が解除 され た後 に，何 らの政府指示 の対象 とな らなか った （計画的避難 区域又

は緊急 時避難 準備 区域 のいずれ に も指定 され なかった） 区域 である。具体的に

は， いわき市 内の本件原発 か ら半径20～30キ ロメー トル 圏内に位置す る一

部 の区域 （久 之浜町 ，大久 町，小川 町，川前町 の一部） が これ に該 当 し，いわ

き市 内の大部分 に当た るそ の余の 区域は，中間指針追補 において定 め られ た 「自

主的避難 等対象 区域」 に当た る。

2被 侵害利益 の内容

旧屋 内退避i区域 の住民 については，政府 に よる屋 内退避 の指示 の対象 とされ

た ものであ り，いずれ も避難 を強制 され た ものではないが，本件事故後 の状況

の下 で，上記 の指示 の対象 となった ことに基づ き，本件事故 時の住所地 におい

て少 な くとも通常 どお り滞在す るこ とには危 険が伴 うと考 えて，滞在 に よる放

射線被 ば くの恐怖や不安 か ら，各 人の判 断に基 づき任意 に避難 を選択す るこ と

も平 均 的 ・一般 的 な人 を基 準 としてや む を得 ない と考 え られ る状況は あった も

の と考 え られ る。

したがって，政府 に よる屋 内退避 の指示 の対象 となった住 民が，本件事故後

の当該 状況の下で任意 に避難 し，その結果 と して，平穏 な 日常生活 を送 るこ と

を妨 げ られ ，避難生活 にお ける精神 的苦痛 を被 った こ とについては，賠償すべ
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き精神 的損害 に当た ると解 し得 る。

しか しなが ら，他方 で，後述す る とお り，政府 に よる屋 内退避 の指示 につい

ては，住 民に対す る避難 を強制 した ものではな く，また，その指示 は平成23

年4月22日 に解 除 され てお り，その対象期 間は約40日 間 と短期 間に とどま

ってい るこ と，実際に も多数 の住 民が避難せず に滞在 を継続 した ことな ど，住

民の意 思にかかわ らず避難 を長期 間 にわたって強制 され た避難指示 区域内の住

民 らとは大 き く異な る事情 が認 め られ る。

このため，被告東京 電力においては， この よ うな 旧屋 内退避 区域 の住民が本

件事故 後に置かれていた状況に基 づ き， 中間指針等 を踏 ま えて， 旧屋 内退避 区

域 の住 民に対 して，本件 事故発生 後か ら平成23年9月 末 までの期 間を対象 と

して1人 月額10万 円を基礎額 と して，1人 当た り合 計70万 円の慰謝料額 を

賠償す る旨を公表 してい るもので ある ところ，以下では， 旧屋 内退避 区域 の被

害 の実情 も踏 まえて， 旧屋 内退避 区域 の住民で ある原 告 らに認 め られ るべ き相

当な慰 謝料額 は， 同額 を超 える ものでない ことを明 らか にす るこ ととす る。

第3旧 屋内退避i区域の住民に係 る精神 的損害の賠償対象期 間及び慰謝料額 を検

討する上で基礎 となる事情について

1指 示に基づ く生活の平穏への侵襲の程度 一 強制的な避難 指示の対象 とな

った住民 との比較 一

旧屋 内退避i区域の住民の精神的損害の賠償対象期間及び慰謝料額について検

討する上では，当該住民 らに対 して，政府による屋内退避i指示によって，住民

らが平穏な生活を送ることに対するいかなる侵害や侵襲があったかを検討の出

発点 とすることが相当であるところ，上記のとお りの被侵害利益の把握を前提

としても，旧屋内退避区域の住民 らに対す る生活の平穏への侵襲の程度につい

ては以下の諸点を指摘でき，政府指示に基づいて長期間にわたって避難 を強制
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され た区域 の住民 とは相 違点があ ることに留意す る必 要が ある。

（1） 避難 を強制 され た ものではない こと

旧屋 内退避 区域 においては，政府 指示に よ り，住 民において外 出せず， 自

宅 な ど屋 内に待機す るこ と （屋 内退避 ）が指示 され た ものであ り，避難す る

こ とは強制 され ていない。

この結果 ， 旧屋 内退避 区域 では，本件事 故発 生当初 の時期 において も，相

当数 の住 民が当該 区域 か ら避難 をせず に，滞在 していた とい う実情 にある。

（2） 本件原発 か らの距離 が半径20キ ロメー トル 圏外又 は半径30キ ロメー ト

ル 圏外 の区域 である こと

旧屋 内退避 区域 は，本件原発 か らの距離 が半径20～30キ ロメー トル 圏

内に位置す るいわき市 内北部 の一部 区域 であ り，強制的 な避難 の対象 となっ

た本件原発 か ら半径20キ ロメー トル 圏内の警戒 区域 と比較 して，本件原発

か らの距離が離れてお り，また，その余 の大部分 のい わき市 内の地 区は，避

難i指示 の対象で はな く， 自主的避 難等対象 区域 に当た る。

（3） いずれ の指定 も対象期 間は約40日 であ り，本件 事故発生 当初 の時期に限

られ た もので あった こ と

旧屋 内退避 区域 にお いては平成23年4． 月22日 に屋 内退避指示が解 除 さ

れ，その後政府指示 の対象 とされ ていない。

この よ うに，指 定の対象 となった期 間は本件事故発生後約40日 間であ り，

本件 事故発 生当初 の時期 とい う短期間の時期 に限 られてお り，その後は政府

に よる指示等 の対象 となっていない ものである。

（4） 小括
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この よ うに， 旧屋 内退避 区域の住民 について は，①避難 が強制 され たもの

でない こ と，② したが って，生活 の本拠 に居住 し続 けることは 自由であ り，

実際 にも避難 せず居 住 し続 けた者 が多数い るこ と，③本件原発 か らの距離が

警戒 区域 の住民に比 して よ り離れてい るこ と，④指示又 は要請 の期 間が本件

事故発 生 当初の時期 とい う短期間 に限 られ てお り，長期 に及 んだ もので はな

い こ と等において，強制的 な避難 指示 の対象 となった区域 の住 民 とは，そ の

行動や 日常生活に対す る制約の程 度 に歴然 とした相違 があ り，また，空間放

射線 量の値 も低 く，放射性 物質の飛散や被 ば くを懸念 す る心理の程度 に直接

影 響 を及ぼす本件原 発 との距離 とい う点 で も異 なってお り，総 じて本件事故

後 に置 かれた状況に本 質的な相違 があ る。

む しろ， 旧屋内退 避 区域で は避 難 が強制 され てお らず，多 くの住 民が本件

事故後 も同区域内での生活 を継続 していた とい う実情 にかんがみれ ば，そ の

被害の実質 は，本件 事故後 に強制的 な避難指示 の対象者 が置かれ ていた状況

に類似 す る とい うよ りは， 自主的避難等対象者 が置かれた状況に よ り近 い も

ので あった と評価 し得 るので ある。

そ こで，次項の2以 下 において は， この よ うな政府 による屋内退避指示 の

性質 を踏ま えつつ，本件事故後 にお け る旧屋 内退避 区域 の客観 的 な状況を具

体的 な事実 に基づいて整理 す る。

2屋 内退避 の政府指示 が解除 され た平成23年4月22日 以 降にお ける旧屋 内

退避 区域 の区域 内の状況について

（1） 空 間放射線量の状況

本件原発 か ら半径20キ ロメー トル 以上30キ ロメー トル圏 内に位 置す る

い わき市 内の区域 （久之浜町 ，大久 町，小川 町，川前町 の一部） が旧屋 内退

避 区域 に該 当す る。

い わき市 内の旧屋 内退避 区域 に所在す る 「いわ き市末続集会所」 （本件原
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発 よ り約27キ ロメー トル ）の 平成23年6月1日 時 点 の空 間放 射 線 量 は0．

53マ イ ク ロシー ベ ル ト／ 時 ，30キ ロメー トル 以 遠 で は あ るが 近 傍 のrJ

R久 ノ浜 駅 」 （本 件 原 発 よ り約31キ ロメー トル ） の 同 日時 点 の 空 間放射 線

量 は0．51マ イ ク ロ シー ベ ル ト／ 時 とな っ て い る （乙A123の1の3枚

目） 。

ま た ，平 成23年10月1日 時 点 で は ， 「い わ き 市末 続 集 会 所 」 で は0．

37マ イ ク ロシー ベ ル ト／ 時 ，rJR久 ノ浜 駅 」 で は0．33マ イ ク ロシー

ベ ル ト／ 時 と低 減 して い る （乙A123の1の7枚 目）。

平 成24年4月1日 時 点 以 降 の福 島県 の測 定 デ ー タに よれ ば ，い わ き市 （旧

屋 内退 避 区域 ） の測 定 デ ー タ は次 の とお りで あ る （乙A123の2～6， い

ず れ も17時 のデ ー タ を採 用 して い る。 ） 。

単 位 ：μGy／h≒ μSv！h（ マイクログ レイ／時 間 ≒ マイクロシーベ ルト／時 間1）

地点（本件原発か らの距離）
平成24年

4月1日

平成25年

4月1日

平成26年

4月1日

平成27年

4月1日

平成28年

4月1日

いわき市末続集会所 （27㎞） 0．27 0．22 0．14 0．13 0．11

志 田名集会所 （29㎞） 0．32 0．26 0．16 0．14 0．12

旧戸渡分校 （26㎞） 0．82 0．59 0．31 0．29 0．24

いわ き市海竜 の里セ ンター （2

9㎞ ）
0．25 0．13 0．11 0．10 0．09

以上の とお り， 旧屋 内退避 区域 の空間放射線 量 は，政府 に よる避難指示 の

基 準で ある年 間20ミ リシーベル ト（3．8マ イ ク ロシーベル ト／時 に相 当）

の水 準 を大 き く下回 ってお り，時 間の経過 に伴い さらに低減 してい る状 況に

あ る。

1吸 収線 量 （Gy）と実効線量 （Sv）の関係 につ いては，乙A151の37頁 （「グ レイか らシーベル

トへの換算 」）参照。空間線量率 は，その場に人がいた らどの くらい γ （ガ ンマ）線 による被 ば くを

受 け るかを測 った値 であ り （同49頁 ），γ線 の放射線加 重係数 は1で あるため，全身 に均等に1ミ

リグ レイを浴 びた場合 には，均等に1ミ リシーベル トを受けた ことを意味す る （同39頁 ）。
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（2） いわき市の状況

前述 の とお り，い わき市は，そ の一部 （久之浜町，大久町，小 川町，川 前

町の一部）が 旧屋 内退避i区域 にあたるが，いわき市内の大部分 を占めるその

余 の区域は本件原 発 か ら半径30キ ロメー トル圏外 に位置 し，政府 指示の対

象 とは されてい ない， 自主的避 難等対象 区域 に該 当す る。

本件事故後 にお け るいわき市 の状況 につ いて は被 告東京 電力準備 書面 （1

3） 及び被 告東京電力 準備 書面 （14） 等 で述べた とお りで あ り， いわき市

にお いては，本件事故 以降 も95パ ーセ ン トを優 に超 える大多数 の18歳 未

満 の住民が 引き続 き生活 を送 ってお り，また，避難者数 も大幅 に減少 してお

り避難 を実施 した者 の うち相 当数 が既 に帰還 してい る。む しろ， いわき市 に

は，他 の市町村 か らの多数 の避難者 が流入 してお り，平成24年10月19

日時点 にお けるこれ らの流入 した避難者数 は2万3787人 （応急仮設住宅

7069人 ，借上住 宅等1万6718人 ） に上 っている。 さらに本件地震 に

よって生 じたイ ンフ ラ被害 について も，平成23年4月 中には回復 し，本件

事故 か ら約1か 月後 の平成23年4月6日 にはいわき市 内の小 ・中学校 にお

いて入学式 ・始業式 が， 同月7日 に市立幼稚 園の入 園式 が通 常 どお り行 われ

てい る。 また，平成23年6月 以降 も，各種 のイベ ン トを含 む社会活動や通

常の経済活動 が行 われ てい る実情 にある。

新 聞報道 にお いて も活動 の再 開状況等 を確認 す ることがで き，例 えば，

ア いわき市 にお いて は震災直後 に大部分の医療機 関が休診 していたのに対

し，3月31日 の段階で は全体の約7割 にあた る191の 病 院や診療所 が

診療 を再 開 してお り， 同 日に外 来 を再開 したいわ き市 四倉 町の 四倉病 院で

は，外来 が通 常1日30人 程度で あるの に対 し，その 日は午前 中だ けで5

0人 を超 えた （乙A141・1枚 目）。

イ4月12日 に新橋駅前 でい わき市 の農作物 にかか るPRイ ベ ン トが行 わ
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れ，官房長官 が出席 して風評被 害の払拭 を呼びか けたほか，い わき市副市

長 が 「市 内の屋 内退避指示 が解 除 され る ことにな り，いわ きは名実 ともに

安全 な街 となった」 と述べ た （同2枚 目）。

ウ4月22日 には， 旧屋 内退避 区域 の水 田1か 所，畑 地33か 所 におい て

土壌 を調査 した結果 が公表 された ところ，水 田作付 けの 目安で ある放射性

セ シ ウム濃度 の上 限値 （5000ベ クレル／kg） を大幅 に下 回る結果 で

あった （同3枚 目）。

エ5月1日 には，早期再開 を望む要望が相次 いだため，屋 内退避 区域 の指

定 に よ り自粛 の続 いていた 「大久 日曜市」が再 開 され た （同4枚 目）。

（3） 新 聞報道 に よる情報提供 の状況

本件事故発 生直後か ら平成23年4月22日 頃までにかけて，本件事故 の

状況や福 島県内の空間放射線量 の状況は 日々報道 され てお り，空間放射線 量

が時 間の経過 に伴 い低減 してい るこ とや放射線被 ば くと健康影響 に関す る科

学的 な知 見 について も繰 り返 し報 じられ，冷静な対応 が呼びかけ られてい る

（被告東京電 力準備 書面 （20）11頁 以下， 乙A107） 。

そ して， 旧屋 内退避 区域 の指 定が解 除 された平成23年4月22日 頃以降

において も，以下 の とお り， 引き続 き放射線 に関す る情報提 供が継 続 され て

いる （乙A142） 。

ア5月18日 には，環境省 が福 島県沿岸部 と中央部にあ る114か 所の仮

置 き場に集 め られ た震 災がれ きを調査 した結果，高い汚染 レベル は確認 さ

れず ，周辺 住民へ の健康影響 もない と考 え られ るこ とを発表 したこ とが報

じられてい る （同1枚 目）。

イ7月14日 には，福 島県放射線健康 リスク管理 ア ドバイザー を務 める長

崎大学の 山下俊一教授 が 「自主避難 は経済 的問題 も含 め さま ざまな リスク

が ある。覚悟 が要 る。避難 には慎重 になってほ しい」 として，引き続 き冷
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静 な対応 を呼び かけているこ とが報 じられ てい る （同2枚 目）。

ウ また， 同 日には，本件事故後 に食品の暫定基準値 を超 える肉用牛6頭 分

が流通 し消費 され た事案 につい て，その よ うな肉を数回程度食べて も健康

に影響 はない こと，基 準値 はそ の数値 の放射 性物質 を含 む食 品を一年 間毎

日，平均的 な量 を食 べ続 けて も影響が 出ない とす る 目安で あるこ とな どが

報 じられ ている （同3枚 目）。

エ8月11日 には， 「放射性物質 最新情報 を紹介」 との見出 しで複数 の

専 門家 に よる解説 が報 じられ てお り，チ ェル ノブイ リ原発事故 では周辺地

域 で甲状腺 がん以外 のがん発症 の増加や胎児へ の影響 が科学 的に証 明 され

ていない こと， 白血病 の増加 も認 め られ てい ない こと （以 上につ き，高村

昇教授） ，放射線 は原 発事故 とは無 関係 に身 の回 りに存在 してお り世界平

均 で2．4ミ リシーベル トの放射線 を受 ける こと，100ミ リシーベル ト

未満 では統 計的 にがん の発症 リスクは確認 で きず ，あ ると して もあま りに

も小 さい リス クで あるこ と，他方 で，放射線 防護 の立場 か らは安全性 を考

慮 して100ミ リシーベル ト以下で もがんの リス クがあ る と仮 定 して防護

策 を講 じる考 えを取 ってい ること， この リス クを仮 定 した上で20ミ リシ

ーベル トの リス クを推定す る とがん死 亡の リス クは1 ．01倍 にな るが，

これ は生活 習慣 な どの違いで生 じる各都道府 県間のがん死亡の差異 よ りも

小 さい こ と （以上 にっ き，神谷研 二教授） ，100ミ リシーベル トでがん

発症 の リス クは1．06倍 といわれてお り，肝炎 ウイル ス，ア スベス ト，

喫煙 ， ピロ リ菌 な ど他 のがん発 症要因での リスクが5倍 又 は10倍 とされ

てい るの に比べて も低 いこ と （以上 につ き， 国立がん研 究セ ンターの祖父

江友孝 氏） な どの知見 が紹介 されてい る。 併せて， 「子 どもが下痢や鼻血

低線 量で影 響、 あ りえない」， 「避難 を、 ど う考 えるべ きか 効果、不利

益 総合 的判断 を」 と して講演後 の質疑応 答 の内容 も紹介 され ている （同

4枚 目）。
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オ8月23日 には， 「安全 、危 険 見極 め よう」 との見出 しで，放射線の

健康影響 に関す る松本 義久准教授 の解説記事 が掲載 され てお り，20ミ リ

シーベル ト程度 の線 量では発 がん リスクがあって も極 めて小 さい ことな ど

が紹介 され てい る （同5枚 目）。

カ9月13日 には，同月11日 及び12日 に福 島市 で世界14力 国 ・2国

際機 関の放射線 医学や放射線 防護 学の専 門家 に よる国際会議 が開かれ，県

民の放射線被 ば くの健康 リス クは低 い との見解 が相次 いだ こと，他方で県

民に不安 が広がってい る現状 を踏 ま えて 「科学者や 医療 関係者 は、放射線

の影響 を住 民に説 明す るのに最 大限努力す る必要 が ある。リス クの評価や、

政策決 定では透 明性 が不可欠 」 とす る提言 をま とめた こ とな どが報 じられ

てい る （同6枚 目）。

キ また， 同 日には，県民健康管理調査 を先行 的に受 けた浪江，飯 舘，川俣

な ど11市 町村の住民3373人 について全員 が健康 に影 響が及 ぶ数値 で

はなかった こ とが報 じられ てい る （同7枚 目）。

ク9月18日 には，胎児への影 響 を心配す る必要がない 旨の大野和子教授

の解説 ，食 品の暫定基準値の厳格化が検討 されてい る ことや暫定基準値 に

関す る甲斐倫明教授 の解説 な どが紹介 されて いる （同8～9枚 目）。

（4） 健康 調査 の結果

ア ホール ボデ ィカ ウンター による内部被 ば く検査 の結果

福 島県 が実施す る県民健康調査 では，ホールボデ ィカ ウンター による内

部被 ば く検査が実施 されてい る。

いわ き市 （全 区域） につ いては，平成28年7月 までの累計 で4万58

28人 （男性2万2442人 ，女性2万3386人 ） が検査 を受 けたが，

預託 実効線量が1ミ リシーベル ト以上の被検査者 はお らず ，全員 につ いて，

預託実効線量 は健康 に影響 が及ぶ数値 ではなかった との検査結果 が出てい
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る （乙A143） 。

イ 県民健康調査に よる外部被 ば く線量推計結果

同 じく福 島県が実施 した県民健康調査 に よる外部被 ば く線量推計結果 に

よれば，東 日本大震災後4か 月間 （放射 線 の空間線 量が最 も高かった時期）

の外 部被 ば くの積算線 量は，調査対象 となったいわき市民 （区域 は不 明）

7万2183人 について，1ミ リシーベル ト未満 が7万1579人 ，1ミ

リシーベル ト以上2ミ リシーベル ト未満 が578人 となってお り，99．

9パ ーセ ン ト超 の対象者 が2ミ リシーベル ト未満 である。

疫 学調査 に よ り100ミ リシーベ ル ト以 下での明 らか な健 康へ の影 響

が確認 されていない こ とか ら，4か 月間の外部被 ば く線量推計値 ではあ る

が， 「放射線 に よる健康被害が ある とは考 えにくい」と評価 され ている （乙

A48） 。

第4旧 屋 内退避i区域の住民に係 る精神的損害の賠償対象期間及び慰謝料額

1中 間指針 の考 え方

（1） 慰謝料額

中間指針 は， 旧屋 内退避 区域の住民の精神 的損 害 と して1人 月額10万 円

（旧屋 内退避 区域 に滞在 して屋 内退避 を した者 については10万 円） とす る

指針 を示 している （乙C2・17～19頁 ）。

（2） 中間指針 の定 める 「一人．月額10万 円」の合理性

以 下のよ うな事情 を踏 ま えて も， 中間指針 に よる 「避難等 に係 る慰謝料」

の損害額 である 「一人月額10万 円」 につ いては，裁判上 の損害額 として も

十分 に合理 性 ・相 当性 が認 め られ る賠償水 準 となってい る。
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ア 恰 理 的に算 定 した一 定額の賠償 」 として定 め られ てい ること

中間指針 は，その総論部分 にお いて 「損 害の算定に当kっ ては，個別 に

損害の有無及び損 害額の証明を もとに相 当な範囲で実費賠償 をす るこ とが

原則 であ るが，本 件事故に よる被 害者 が避難 等の指示等 の対象 となった住

民だ けで も十数 万人規模 に も上 り，その迅速 な救済が求 め られ る現状 にか

んがみれ ば，損害項 目によっては，合 理的 に算定 した一定額 の賠償 を認 め

るな どの方法 も考 え られ る。 」 と してい る ところ （乙C2の5頁 ） ，中間

指針 等 において具体的 な 「一定額 の賠 償」 を指針 として定 めてい るのは精

神的損害 の賠償額のみであ る。

したが って， 中間指針等 に定 める精神 的損害 に関す る賠 償額の指針 は，

上記総論部分 にい う 「合理的 に算定 した一定額 の賠償」 を示 した ものであ

る と解 され る。

イ 負傷を伴 う精神的損害ではない避難等に係 る慰謝料について，負傷を伴

う場合における自動車損害賠償責任保険等の基準を参考 としていること

本件審査会においては，対象 となる精神的苦痛は身体的な負傷を伴 うも

のではないが，自賠責保険における慰謝料額 をも参考に した上で，損害額

の指針を定めている。

ウ 過去 の裁判例 も参考 に して基準 を定 めて いる こと

本件審 査会 にお ける検討 の参考 に供 されてい る過 去の裁判例 をま とめた

資料 （乙C22） によれば，例 えば，身体的損害がない場合におけ る擁壁

の崩 落や 地滑 り事故 による家屋 の損壊 に起因す る避難 事案 においては，避

難期間が約8年 の擁i壁崩落事案 （乙C22の 「身体的損 害 な し」の3番 ）

において は慰 謝料額 として300万 円が認容 され てお り， また，同 じく避
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難期 間が約7年7か ，月の地滑 り事故事案 （乙C22の 「身体的損害 な し」

の4番 ） では，財 物喪失 に よる慰謝料 として50万 円，仮設 プ レハブ住宅

に居住 していた者 には150万 円の慰謝料 が認容 されてい る事 例が紹介 さ

れ ている。

このよ うな過 去の裁判例 の賠償水準 に照 らしても，1人 月額10万 円の

賠償額 は合理 性を有す るもの と認 め られ る。

工 時 間の経過 に伴 う賠償額 の逓減がな されていない こと

身体的負傷 を伴 う交通事故 の損害賠償 では，時間の経過 とともに精神的

損害 の賠償額が逓減す るこ とが一般で ある。

本件事故 の避難者 において も，身体 的負傷 は伴 わない ものの，本件事故

直後 の混乱期 に比 して，その後時間の経過 とともに，仮設住宅や借上 げ住

宅等へ の入居 が進む な ど して避 難生活 の過酷 さが緩和 され ることが考 え ら

れ ることか ら，中間指針 も，第2期 （本件事 故発生後6か 月経過後 か ら1

2か 月経過後 までの間）については，希望すれば大半の者 が仮設住 宅等へ

の入居 が可能 とな るな ど長 期 間の避難 生活のための基盤 が形成 され，避難

生活等 の過酷 さも第1期 （本件事故発 生か ら6か 月間）に比 して緩 和 され

る と考え られる ことを考慮 し，交通事故損害賠償 におけ る期間経過 に伴 う

慰謝料 の変 動状況 も参考 として，1人 月額5万 円を 目安 とす る との指針 を

示 してい る （乙C2の22頁 ）。

これ に対 して，被 告東京電力 は，後述す る とお り， 旧屋 内退避 区域 の居

住者 に対 して，平成23年9月 末 まで の期 間について，本件事故直後の避

難慰 謝料 と同額 で ある1人 月額10万 円の賠償額 を，時間 の経過 に伴 って

逓減 させ ることな く，継続 して賠償 してい る。

オ 避難等に係 る慰謝料額は，生活費の増加費用 と合算 されている点を除け
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ば，財産 的損 害 を含 めた包括慰 謝料 ではな く，避難 費用 ，就 労不能損害 ，

営業損害等 について別 途賠償 され るものであるこ と

避 難等 対象者 につい ては，避難等 に係 る慰謝料 （これ には，生活費 の増

加 費用が合 算 されてい る。） のほかに，避難費用，就 労不能損害，営業損

害等の賠償 がな されてお り （乙A36， 乙A144， 乙A145， 乙A1

46， 乙A147） ， これ らの財産 的損害 については，精神的損害 とは別

途 に賠償が な され る もので ある。

カ ー人 当た りの賠償額 である こと

この賠償額 は一人 当た りの金額 で あ り，年齢 に よる差異 も設 け られてお

らず ，例 えば，4人 家族で あれば，世帯単位 では毎月40万 円の精神的損

害 が賠償終期 まで支払 われ るもの となっている。

キ ま とめ

以上の諸事情 を踏 まえれ ば，避難等 に係 る慰謝料 の基礎 額 とな る一人．月

額10万 円の損 害額 について は，長期 の避難 に係 る精神 的苦痛 を包括 的に

慰謝 す る慰謝料 額 として合理性 ・相 当性 を有す る。

（3） 賠償終期

中間指針 は， 「避難 費用」 に関す る指針 において， 旧屋 内退避 区域 に関 し

て， 「同 日 （引用者注 ：指 定解 除 日で ある平成23年4月22日 ） か ら相 当

期 間経過後 は，賠償 の対象 とな らない。 この相 当期 間は， これ らの区域 にお

ける公共施設 の復 旧状 況等 を踏 ま え，解 除等期 日か ら住居 に戻 るまでに通常

必要 となる と思 われ る準備期 間 を考慮 し，平成23年7月 末まで を 目安 とす

る。但 し， これ らの 区域 に所在 す る学校等 に通 っていた児童 ・生徒等 が避難

を余儀 な くされ てい る場合 は，平成23年8月 末まで を 目安 とす る」 として
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い る （乙C2・14頁 ） 。

2被 告東京 電力の賠償 の考 え方

被告東京電力 は，旧屋 内退避 区域の住民に関 し，上記 中間指針 も踏 まえつつ，

その賠償対象期 間を拡大 して，年齢 を問わず ，平成23年3月 か ら同年9Hま

での7か 月 間につ いて，1人 月額10万 円 （ただ し，避難所等で の避 難が ある

月につい ては月額12万 円） ，合 計70万 円を基本 とす る避難等 に係 る精神 的

損 害の賠 償 を行 う旨公 表 してい る （乙A148） 。

3賠 償 対象期 間の検討

前記 第3で 述べ たよ うな諸事情 を踏 まえて，旧屋 内退避 区域の住 民の精神 的

損害 の賠償 対象期間について検討 す るに，

ア 政府 に よる屋内退避 の指示 に基づ く任 意 の避難要請 内容 については，外 出

を控 え るな どの屋 内での退避 を求 めるもの であ り，住 民が避難 を強制 され た

とい う状況 にはな く，実際に相 当数 の住 民が滞在 ・生活 を継続 してい るこ と

イ かか る指示 は，いず れ も平成23年4月22日 に解 除 され ，その指示期 間

は本件事故後発生 当初 の時期 で ある約40日 とい う短期 間に限 られ てお り，

そ の後 ， 旧屋 内退避 区域 は，避難等 の指示 の対象 とな っていない こと

ウ 平成23年4． 月22日 以降， 旧屋 内退避 区域 では学校やイ ンフラの復 旧が

な され てお り，社会的活動 も再開 され，そ こでの生活状況 も落 ち着 きを取 り

戻 してい る こと

工 平成23年4月22日 以 降において も， 旧屋 内退避 区域 を含む強制的な避

難指示 の対象 となっ ていない区域 に滞在 して生活す るこ とについての健康影

響 に関す る情報提供 が継続的 にな され てお り，避難 して いた として も旧屋 内

退避 区域 に帰還す るこ とに支障 はない こと （本件事故直後か ら同 日頃までの

情報提供 の内容 については被 告東京電力準備書面 （20） を参照）
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か らすれ ば， 旧屋 内退避 区域 の住 民に関す る平穏 生活権侵 害の程度 は，他 の避

難指示等 対象 区域 とは大 き く異 な り，平成23年4月22日 以後速 やかに本件

事故前 の状態 と大 き く変わ らない状態にまで回復 した もの と考 え られ る。

また，

オ 旧屋 内退避 区域 か ら避難 した者 において も，その後 の状況 を踏 ま えて帰還

す るために必要 な準備 期 間 も一定期間 を要す ると考 え られ ることな どの事情

が認 め られ ， これ らを考慮すれ ば，旧屋 内退避 区域 の住 民に対 して本件事故

の影響 に よる生活 の平穏 に対す る相 当程度 の侵害状態 が継続 していた もの と

して本件事故 に よる精神 的損 害 を基礎付 ける と解 され る期 間 （賠償 対象期 間）

としては，中間指針 も示 している とお り，平成23年7月 末又 は児童 ・生徒

等が い る場合 には同年8月 末まで と解す るこ とが十分 に合理 的で あること

力 旧屋 内退避 区域 に近 接 し， 当該 区域 よ りも本件原発 か らの距離 が短 く，ま

た， 当該 区域 にお け る指示等が解除 され た平成23年4月22日 以降 も政府

指示が継続 され ていた本件原発か ら半径20～30キ ロメー トル 圏内の緊急

時避難 準備 区域 につ いて も，原子炉施設 の安全性及び空 間放射線 量率等 の観

点か ら原子力災害対策 本部 によって安全性 が確認 され ，その後 ，同 区域 内に

おいて復興計画が策 定 されイ ンフラ復 旧の 目処 が立 った ことか ら，緊急 時避

難準備 区域 の指定 が解 除 され るに至 った同年9月 末 を超 えて， 旧屋 内退避 区

域の住 民の法的 に保護 された利 益 の侵 害状態 が継続 している と評価す ること

はで きない こ と

か らすれ ば， 旧屋 内退避 区域 の住民 に対す る精神 的損害 の賠償対象 期間は，被

告東京 電力が公表 してい る とお り，遅 くとも平成23年9月 末 を超 えるもので

はない。

4慰 謝料 額の検討

（1）1人 当た り70万 円を超 え るものではない こ と
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前記 の とお り， 旧屋 内退避 区域 の住民 については，本件事故 に よる 日常生

活 に対 す る侵襲の程度やその指示期間の長 さ等 にお いて，強制的 に避難 を余

儀 な くされ た住民 とは相違が あ り， 当該指示 に よる 日常生活へ の侵襲 の程度

は政府指示 によって強制的な避難 を余儀 な くされ た避難者 と比 して大 きな も

のであ るとはい えない。 また， これ らの指示 はいずれ も平成23年4月22

日には解 除 され てお り，その指示 等の対象期 間は避難指示 区域 に比 しても短

期間 に止 ま るものであった。

そ の よ うな 中で，被告東京電力 においては， 中間指針等 に基づ き， 旧屋 内

退避 区域 の住 民に対 して も，強制 的に避難指示 の対象 となった住民 と同額の

1人 月額10万 円 とい う慰謝料 の基礎額 に基づいて，指示等の解 除後 におい

て もこれ を減額す る ことな く，平成23年9月 末まで継続 して一律 に賠償 す

る としてい るものであ り （1人 当た り70万 円，4人 家族で あれ ば280万

円の慰 謝料額 となる。） ，前述 の とお りの本件事故後の 旧屋 内退避 区域の客

観 的な状況や社会的活動 の状況 を合 わせて考慮 して も，かか る慰 謝料額は，

旧屋 内退避 区域の住民 であった原告 らの本件事故 と相 当因果関係 の ある精神

的苦痛 を十分慰謝す るに足 りるもので ある。

そ して，避難等対象者 に対す る中間指針 等の定め る避難 に係 る慰謝 料は，

指針 が，裁 判外で 「自主的 な紛争解決」の機 能 を果 たす こ とが求 め られ るこ

との帰 結 として， 自ずか ら多数 の被害者 が満 足 し得 る賠償水 準 と して設 定 さ

れ ざるを得 ず，少 な くとも平均的 ・中間的な精神 的苦痛 を下回 らない水準 を

念頭 に定め られ る傾 向が あるもの と推認 され るのであって，本件事 故に よ り

避難等 対象者 に広 く通常生 じ得 る被害状況に基 づ く精神 的苦痛 を類型 的 ・包

括的 に考慮 し，① 平穏 な 日常生活 の喪失，② 自宅に帰れ ない苦痛 ，③避難生

活 の不便 さ，④先 の見通 しがつか ない不安 な どを広 く対象 と して定め られ た

もので あ り （乙A149） ， 「最低 限の賠償額」を示 した ものな どではな く，

本来で あれ ば個 々人 の事情に よって賠償額 には差異 が生 じうるところ，広 く
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一般 に生 じると考 え られ る要素 を評価 して
，多数 の被害者 の精神 的苦痛 を慰

謝 し得 る水準 として慰謝料額 の指針 が示 され てい る もの と考 え られ るのであ

る。

したが って，前述 の とお りの旧屋 内退避 区域 の住 民が置 かれていた状況や

その後の活 動 に対す る制約の程度，社 会的活 動の状況や 中間指針 等 の上記性

格 を踏 ま えて検討 して も， 旧屋 内退避 区域 の住 民であ る原告 らに認 め られ る

べ き相 当な慰謝料額 は，1人 当た り70万 円を超 える ものではない とい うべ

きであ る。

（2） 参考 となる裁判例

前述の とお り， 旧屋 内退避 区域 はい わき市の うち本件原発 か ら半径20～

30キ ロメー トル 圏内の地域 であ り，具体的には久 之浜 町，大久町，小川町，

川 前町の一 部が これ にあた るが，いわ き市の大部分 に当た るその余の 区域 は

本件原発 か ら半径30キ ロメー トル圏外 の 自主的避難等対象 区域 であ る。約

40日 にわたる屋 内退避指示 の有無 とい う点で両者 は異 な るものの， 旧屋 内

退避 区域 につ いて も，指示 が解 除 され た平成23年4月22日 以 降は他 のい

わき市 内 （自主的避難等対象 区域） と同様 に政府 に よる指示等 の対象 とはな

ってい ない。

この点， 自主的避難等対象 区域 の住民の精神 的損害 に関す る裁判例 として

は，本件事 故 当時福 島県いわ き市 （自主的避難 等 対象 区域） に居住 していた

原 告が本件事故 に よ り平成23年3月12日 に横浜 市に 自主的避 難 を し，同

年4月15日 にいわ き市に帰宅 した事案 （避難期 間35日 ）において，原告

が被告東京電力 に対 して精神 的損 害 と して136万 円の賠償 を求めたのに対

して，中間指針追補 に基づ く精神 的損害 （自主的避難等対象者 に対す る賠償

額8万 円の うちの半額 である4万 円を精神 的損害 の賠償金 に相 当す るもの と

認 定。支払済み。 ） を超 える慰謝料 を認 めるこ とはで きない として，請求 を
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棄却 した裁判例 （福 島地裁 いわき支部平成26年9月10日 判決 （乙C57

の1） ，仙 台高裁平成27年1月21日 判決 （乙C57の2， 確定））が確

定 してお り，かか る事案 と旧屋 内退避 区域 の住民 とでは，屋 内退避指示 の有

無 とい う点 での相違 があるものの，① その指示 内容 が強制的 な避 難 を求める

もので はな く，あ くまで旧屋 内退避 区域 か らの避難 は任 意で あるこ と，②指

示 の期 間 も40日 間であ り，長期 間にわた って指示 が継続 した もので もない

こ と （上記裁 判例 では原 告 に よる35日 間 の 自主的避難 が 前提 となってい

る。） ，③ 上記裁 判例では， 旧屋 内退避 区域 と同 じいわ き市の住 民の精神 的

苦痛 にかか る慰謝 料額が問題 となってい るこ とな どに鑑 み る と，上記裁判例

は旧屋 内退避 区域 の住 民にかかる精神 的損 害の慰謝料額 を検討す るにあた っ

て も参考 とな るもので あ り，上記① ない し③ の点及び上記裁判例 における4

万 円 とい う慰謝料額 の水 準 との均衡 を考慮 して も， 同 じいわき市 内の旧屋 内

退避 区域 の住 民に係 る慰謝料額 を1人70万 円 とす る被告東京電力 の賠償水

準は，いわ き市 内で も屋 内退避 区域 に指定 され た とい う事情 を最大 限考慮 し

た上で提示 され てい るもの と評価 で き， 旧屋 内退避 区域 の住民 に対す る慰謝

料額 が1人 当た り70万 円を超 えるもので はない との被告東京電力 の主張の

合理性 を基礎 付 けるものであ る。

第5結 語

以上 の とお りで あ り， 旧屋 内退避 区域 の指示の内容や 同 区域 内の本件事故後

の実情等 を踏 ま えれ ば， 旧屋 内退避 区域 の住 民であ る原告 らの精神 的損害の賠

償 につ いては，1人 当た り70万 円を超 え るものではな く， これ を超 える原告

らの請求 には理 由がない。

以 上
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